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岐阜市立京町保育所ほか２施設及び岐阜市立佐波保育所電気需給仕様書 

 

1 概要 

 （1）件 名    ①岐阜市立京町保育所ほか２施設で使用する電気 

           ②岐阜市立佐波保育所で使用する電気 

 （2）供給場所    岐阜市長が指定する場所 

 （3）供給建物    別紙 1 のとおり 

 （4）業種及び用途  保育所 

 

2 仕様 

 （1）供給電気方式等 

   ア 電気方式       交流 3 相 3 線式 予備線なし 

   イ 標準電圧       6，000Ｖ 

   ウ 標準周波数         60Ｈz 

 （2）予定契約電力、予定使用電力量等 

   ア 別紙 2 のとおり 

 （3）供給期間 

   ①岐阜市立京町保育所ほか２施設で使用する電気 

    令和４年 1月の検針日から令和５年 1月の検針日の前日まで 

  ②岐阜市立佐波保育所で使用する電気 

    令和４年 1月の検針日から令和５年４月の検針日の前日まで 

※岐阜市立佐波保育所については、令和５年４月 1 日から民営化を予定しているため、供給期間を

上記として、契約締結に当たっては、①岐阜市立京町保育所ほか２施設で使用する電気と②岐阜

市立佐波保育所で使用する電気のそれぞれで契約書を作成するものとする。 

 （4）電力量計及び検針方法 

ア スマートメーター（財産については岐阜市を供給区域とする一般送配電事業者のものである。） 

イ 検針日または検針日程 別紙 1 のとおり 

 （5）需給地点 

   各保育所の構内引込第 1 柱上開閉器 

 （6）電気工作物の財産分界点 

    需給地点に同じ 

 （7）保安上の責任分界点 

     需給地点に同じ 

 （8）供給期間中の電力の契約に影響するような電気設備の変更予定なし 

 （9）融雪用電力、自家発補給電力等の付帯契約なし 

 （10）太陽光発電設備の有無  無し 

 

3 その他特記事項 

  （1）電気料金の計算方法 

ア 1 月（前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間）毎に算定する。 

イ 毎月の電気料金＝基本料金＋電力量料金＋再生可能エネルギー発電促進賦課金（消費税及び地

方消費税相当分を含む。） 

ウ 基本料金＝基本料金契約単価×契約電力×（185％－力率） 

     (※ 基本料金が定額の場合、力率による割引等を設定しない場合を除く) 
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エ 電力量料金＝電力量料金契約単価×使用電力量＋燃料費調整単価×使用電力量 

オ 再生可能エネルギー発電促進賦課金＝再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量 

カ 力率は、その月の 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率とする。 

平均力率は、単位を％とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する(瞬間力率が進み力率となる場合

には、その瞬間力率は、100％とする。）。 

平均力率＝有効電力量／√｛(有効電力量）2＋(無効電力量）2｝×100％ 

キ  燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価及び適用期間は、原則、岐阜市を供

給区域とする一般送配電事業者に準ずることとする。 

  （2）料金等を計算する場合の単位及びその端数処理 

      ア 契約電力及び最大需要電力の単位は 1 キロワット（ｋＷ）とし、その端数は、小数点以下第 1

位を四捨五入する。 

      イ 使用電力量の単位は、1 キロワット時（ｋＷｈ）とし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨

五入する。 

ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。

したがって、各月の基本料金、電力量料金の合計金額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金

に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。ただし、計算途中の小計

等には 1 円未満の端数を含むことができる。 

   エ 消費税額及び地方消費税額の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。 

  （3）電気料金の請求及び支払い 

      ア 電気料金の支払いは毎月とし、受注者は（１）に基づき算定された電気料金を発注者に請求す

るものとする。 

イ 毎月の請求書等は書面により岐阜市子ども未来部子ども保育課へ送付すること。料金の請求の

際には保育所毎の内訳（最大需要電力、契約電力、使用電力量、力率、料金等）を添付すること。 

    （WEB での対応不可） 

ウ 支払いは納付書による入金のほか、指定の口座への振込とする。ただし、岐阜市が導入してい

る「公共料金等口座振替システム」により自動引き落しに対応できる場合は、別途、発注者と受

注者による協議のうえ定める。 

 （4）今回の契約を実行するため、設備改造等の費用が発生する場合は、受注者負担とする。 

（5）現在の供給業者 

緑屋電気㈱ 

   (6）アフターサービス及びメンテナンスの体制を整備し、必要な場合は迅速に対応すること。 

(7) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者による協議のうえ定めるものとする。 
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仕様書 別紙 1 需給場所一覧 

 

№ 供給場所 住    所 
検針日または

検針日程 
請求書送付先 

1 京町保育所 岐阜市京町 2丁目 11番地 
毎月 1日 

午前 0時 

 

〒500-8701 

 岐阜市司町 40 番地 1 

 

 岐阜市子ども未来部 

     子ども保育課 

 

2 鷺山保育所 岐阜市下土居 2丁目 9番 12号 
毎月 1日 

午前 0時 

3 市橋保育所 岐阜市今嶺 2丁目 10番 16号 
毎月 1日 

午前 0時 

4 佐波保育所 
岐阜市柳津町下佐波 1 丁目 40

番地 

毎月 1日 

午前 0時 
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仕様書 別紙 2 予定契約電力・予定使用電力量 

№ 保育所名 

予定契約

電力 

(kW) 

 予定使用電力量(kWh) 

R4 R5 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

1 京町保育所 109 14,229 12,548 7,130 4,183 4,240 7,947 11,419 11,377 13,403 5,581 5,112 11,469   
 

108,638 

2 鷺山保育所 34 6,758 6,244 6,564 5,382 5,452 6,823 7,105 7,211 6,344 5,777 5,283 6,596   
 

75,539 

3 市橋保育所 75 12,527 9,983 7,418 4,651 4,850 8,603 11,605 11,671 11,794 5,521 4,919 10,082   
 

103,624 

4 佐波保育所 70 8,141 7,661 5,695 3,016 2,909 5,864 8,464 8,609 6,473 3,305 2,825 6,352 8,141 7,661 5,695 90,811 

 合  計 288 41,655 36,436 26,807 17,232 17,451 29,237 38,593 38,868 38,014 20,184 18,139 34,499 8,141 7,661 5,695 378,612 

※ 実際の契約電力は、各保育所のその月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。予定平均力率は 100％とする。 

※ 夏季は 7月 1日から 9月 30日までの期間、その他季は夏季以外の期間とする。 

※ 予定使用量はいずれも実績から算出した数量であり、実際の取引においては検針による。また、発注者の都合により予定数量を上回り、又は下回ることができる。 


